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1．はじめに 

 近年全国的に建設系の産業廃棄物を中心とした不法投棄が数多く報告されており、特に首都圏においてはその発生件数が多

く、また大規模な事案も見受けられている。投棄される廃棄物の多くが東京周辺部を中心とした都市部から運ばれてきている

との推測がなされている。 
 本研究では、不法投棄される廃棄物が到達する可能性の高い地域を物流面から抽出することを目的に、首都圏を中心とした

１都8県から発生する建設系廃棄物の処理・処分実態を物流面から捉え、不法投棄発生構造に対する仮説から不法投棄物流モ

デルを作成した。 
 
2．方法 

 本研究でいう不法投棄物流モデルとは、廃棄物の発生場所、発生量、種類等の発生源データと、処理処分施設の位置、能力

等の処理先データを地理情報システム（ＧＩＳ）上で位置情報と関連付けて配置し、これらを旅行速度、通行料金等のデータ

属性を有する道路ネットワークで結びつけ、必要に応じて委託料金等の関連要因パラメータを導入しながら解析を行い、不法

投棄物の起点と経路ならびに到達範囲を推測するものである。 
＜データの整備＞ 
まずいくつかの県にヒアリングによる情報提供および現地調査立会いをお願いし、物流モデル作成に必要な情報を抽出した。

また以下の様に、各種文献調査、アンケート調査、データ解析を行い、必要なデータと情報を整備した。 
対象地域は首都圏を中心とした１都８県（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県。

以下、「首都圏地域」と呼ぶ）とし、計算の過程においては福島県と静岡県からの物流も考慮した。対象廃棄物は建設系廃棄

物（がれき類、汚泥、廃プラスチック等）とし、処理方法は焼却、破砕、脱水、埋立処分の４つとした。廃棄物の平均移動距

離は、首都圏地域内で中間処理及び最終処分施設を保有する産業廃棄物処理業者に対し、既存施設の能力等の３項目を郵送に

よりアンケート調査(H14 年 1 月)して得られたデータから算出した（表１）。廃棄物の市区町村別の排出量は、首都圏地域内

で排出される建設系産業廃棄物の種類別、工事種別（４区分）排出原 表１．産業廃棄物処理処分業者へのアンケート調査 
に基づく平均移動距離 

(単位：km）
1)がれき 2)汚泥 3)混廃 4)金属 5)廃プラ 6)木くず 7)他可燃 総計類別、工事種別（４区分）排出原単位に、H11年度実績の市区町村別 

建築着工面積、建物解体面積等の指標を用いて算出した。排出量から 
自己処理量と現場内利用量を除いた委託処理対象量を、各都県の産業 
廃棄物実態調査報告書等の結果を基に求めた。中間処理施設と最終処 
分場の所在地、処理種類別能力等の情報は、各都県の産業廃棄物処理 
業者の許可台帳等を用いた。物流解析に必要な各市区町村間の距離は、 
市区役所、町村役場の所在地を各市区町村の代表点と仮定し、それら 
の点を結ぶ幹線道路経由の距離をＧＩＳのネットワーク解析を利用し 
て求めた。ＧＩＳソフトとしてESRI社のArcGISシリーズを用いた。 
＜不法投棄物流モデルによる推定方法＞ 
「処理施設まで遠い（輸送料金に関係）／受け入れ能力不十分／処理料

する廃棄物は適正処理ではなく不法投棄される可能性がある」、との仮説
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類
平均移動距離 65 58 84 15 72 104 69

ｻﾝﾌﾟﾙ数(n) (48) (25) (26) (5) (22) (7) (133)

最大移動距離 210 217 234 20 328 104 328

平均移動距離 230 39 70 30 34 36

ｻﾝﾌﾟﾙ数(n) (1) (5) (22) (167) (8) (203)

最大移動距離 230 76 234 217 106 234

平均移動距離 37 22 24 22 10 24

ｻﾝﾌﾟﾙ数(n) (9) (43) (95) (19) (3) (169)

最大移動距離 74 109 149 58 16 149

平均移動距離 26 46 20 27

ｻﾝﾌﾟﾙ数(n) (58) (5) (11) (74)

最大移動距離 121 96 37 121

平均移動距離 24 25 36 30 36 29 124 26

ｻﾝﾌﾟﾙ数(n) (1119) (1) (109) (61) (70) (97) (2) (1459)

最大移動距離 252 25 193 171 217 153 212 252

平均移動距離 26 26

ｻﾝﾌﾟﾙ数(n) (81) (81)

最大移動距離 116 116

平均移動距離 14 43 20 18 21 19

ｻﾝﾌﾟﾙ数(n) (21) (3) (24) (4) (5) (57)

最大移動距離 24 103 68 24 28 103

平均移動距離 25 35 35 26 45 31 52 29

ｻﾝﾌﾟﾙ数(n) (1197) (111) (265) (161) (142) (290) (10) (2176)

最大移動距離 252 230 234 171 328 217 212 328
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金が高い等の要因がある場合に、その地域から発生

をたて、前述の整備データを用いて、排出源と処理・ 

ＩＳ) 
Fax. 0298-50-2830 



処分施設の距離関係、及び処理能力の過不足の関係から以下のような推

定を行った（図１参照）。 
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(１)排出した廃棄物は、第一に排出市区町村の処理能力で処理が行わ

れるとし、全市区町村で処理対象量と処理能力の差を算出した。この計

算により、市区町村毎の処理能力の余力及び不足量を算出した。(２)排
出市区町村内に処理能力の余力がない場合は、余力がある最寄りの市区

町村まで輸送して処理するという形で算出した。(３)処理圏を段階的に

広げ、未処理廃棄物量がゼロになるまでこの計算を続けた。(４)処理の

ための移動距離が、処理種類別に定めたしきい値を超える市区町村を

「処理のために長距離輸送が必要な市区町村」（Ａとする）とした。(５) 
Ａの市区町村を中心にしきい値以下の移動距離で到達可能な市区町村

を「廃棄物が到達しうる市区町村」（Ｂとする）とした。この時、いく

つの市区町村から到達可能であるかのカウント数によって、廃棄物が到

達し易い市区町村のランク分けを行った。 

 

図１.不法投棄物流モデルによる推定方法図解 3．結果と考察 

産業廃棄物最終処分場数の市区町村別分布を図２に示した。処分場数

に一施設あたり平均年間処分量を乗じた処分能力を基に、埋立処分される廃棄物に関して、しきい値を埋立処分の平均移動距

離の１.３倍を例として推定計算を行いＡを求めた結果を図３に示した。Ａに該当する市区町村は不法投棄を誘発する廃棄物が

発生する可能性があるとし、これを基に求めたＢに該当する市区町村は廃棄物が不法に到達する可能性があるとして、Ｂのそ

れぞれのレイヤを重ね合わせてカウンティングを行った結果を図４として示した。図４において東京湾周辺地域がカウント数

の高い地域となったが、不法投棄される可能性が高い市区町村としては、地理的・社会的条件からの絞込みも考え合わせて判

断する必要がある。また図４の結果と他の処理方式による推定結果をあわせて、実際に過去不法投棄された市区町村のデータ

によりモデルの妥当性の検討を行った。Ｈ１１、１２年度の不法投棄実態調査結果（旧環境庁）によると、千葉県や茨城県、

栃木県等で多くの不法投棄事例が報告されており、本モデルでそれらを全て反映することはできなかった。今後は廃棄物の移

動量や時間距離、委託処理費用など、さらに多様な影響因子を考慮し、過去に不法投棄の起こった市区町村を本物流モデルに

よって再現するだけでなく、今後不法投棄される恐れがあると予測される市区町村も含めて示すことを目指す。 
なお、本研究は平成１３年度環境省委託の不法投棄等衛星監視システム開発調査における一連の研究成果のうち、ＧＩＳを

用いた不法投棄要監視地域抽出（ゾーニング）システムの開発の成果の一部である。本研究と平行して、ＧＩＳを用いた地理

的・社会的条件を評価因子としたゾーニング研究も並行して行っており、本研究と併せて不法投棄等の発生構造のモデル化を

行っている。 

 

 
 

図２．産業廃棄物最終処分場数 
市区町村別分布 
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カウント数に
よるランク 

図４．埋立処分される廃棄物が
到達しうる市区町村分布（しき
い値は埋立処分平均移動距離の
1.3倍） 
図３．埋立処分される廃棄物に関して、
処分のために長距離輸送が必要な市区町
村分布（しきい値は埋立処分平均移動距
離の1.3倍） 
 


